
会計基準等の適用時期 
 

 

2020年4月17日現在 



 

 

1.2020 年 3 月期 

1-1 2020 年 3 月期から適用されるもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

連結財務諸表関

係（実務対応報

告 18 号の

2018 年改正） 

• 連結財務諸表作成における在外子会社等

の会計処理に関する当面の取扱い（実務対

応報告第 18 号） 

• 持分法適用関連会社の会計処理に関する

当面の取扱い（実務対応報告第 24 号） 

• 2018 年 9 月 14 日公表 

• 2019 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度の期首から適用 

• 本実務対応報告の公表日（2018年 9月

14 日）以後終了する連結会計年度及び

四半期連結会計期間から適用することが

できる 

• 2020 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度の期首又は在外子会社等が初め

て IFRS 第 9 号｢金融商品」を適用する連

結会計年度の翌連結会計年度の期首か

ら適用することができる 

• 追加された修正項目 

• 在外子会社等において IFRS 

第9 号｢金融商品」を適用し、

資本性金融商品の公正価値

の事後的な変動をその他の

包括利益に表示する選択を

している場合に、連結決算手

続上、当該資本性金融商品

の売却損益相当額及び減損

損失相当額を当期の損益と

して修正する 

• 適用初年度の取扱い 

• 会計基準等の改正に伴う会

計方針の変更として取り扱う 

• 会計方針の変更による累積

的影響額を適用初年度の期

首時点の利益剰余金に計上

することができる 

上記の場合、在外子会社等

において IFRS 第 9 号｢金融

商品」を早期適用していると

きには、遡及適用した場合の

累積的影響額を算定する上

で、適用初年度の期首時点

で減損の判定ができる 



 

 

組織再編（企業

結合に関する会

計基準） 

• 企業結合に関する会計基準（企業会計基準

第 21 号） 

• 企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針（企業会計基準適用指

針第 10 号） 

• 2019 年 1 月 16 日公表 

• 2019 年 4 月 1 日以後開始する事業年

度の期首以後に実施される組織再編か

ら適用 

• 条件付取得対価の定義 

• 「返還される取得対価」を追

加 

• 対価が返還される条件付取得対

価の会計処理 

• 条件付取得対価の返還が確

実となり、その時価が合理的

に決定可能となった時点で、

返還される対価の金額を取

得原価から減額するととも

に、のれんを減額する又は

負ののれんを追加的に認識

する 

• 追加的に認識する又は減額

するのれん又は負ののれん

は企業結合日時点で認識又

は減額されたものと仮定して

計算し、追加認識又は減額

する事業年度以前に対応す

る償却額及び減損損失額は

損益として処理する 

• 2019 年改正会計基準の適用前

に実施された企業結合に係る従

前の取扱い 

• 2019 年改正会計基準の適

用後においても継続し、2019

年改正会計基準の適用日に

おける会計処理の見直し及

び遡及的な処理は行わない 



 

 

連結財務諸表関

係（実務対応報

告 18 号の

2019 年改正） 

• 連結財務諸表作成における在外子会社等

の会計処理に関する当面の取扱い（実務対

応報告第 18 号） 

• 2019 年 6 月 28 日公表 

• 公表日（2019 年 6 月 28 日）以後適用 • IFRS 第 16 号「リース」及び ASU 

第 2016-02 号「リース」の取扱

い 

• IFRS 第 16 号「リース」及び

ASU 第 2016-02 号「リー

ス」では、リース取引の借手

の会計処理に関して、基本

的にすべてのリースについて

資産及び負債を認識すること

になる 

• これらの会計基準の基本的

な考え方が、我が国の会計

基準に共通する考え方と乖

離するか否かの観点から検

討を行った結果、IFRS 第 16 

号「リース」及び ASU 第

2016-02 号「リース」を修正

項目として取り扱わない 

税効果 • 連結納税制度からグループ通算制度への移

行に係る税効果会計の適用に関する取扱い

（実務対応報告第 39 号） 

• 2020 年 3 月 31 日公表 

• 公表日（2020 年 3 月 31 日）以後適用 • 連結納税制度を適用している企

業については、繰延税金資産の

回収可能性を判断するにあたっ

て、連結納税制度を適用する場

合の税効果会計に関する取扱い

について ASBJ が必要な改廃を

行うまでの間は、改正前の税法

の規定（連結納税制度）に基づく

ことができる 



 

 

1-2 2020 年 3 月期から適用することが可能なもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

「時価の算定に

関する会計基

準」等 

• 時価の算定に関する会計基準（企業会計基

準公開草案第 30 号） 

• 棚卸資産の評価に関する会計基準（改正企

業会計基準第 9 号）） 

• 金融商品に関する会計基準（改正企業会計

基準第 10 号） 

• 時価の算定に関する会計基準の適用指針

（企業会計基準適用指針第 31 号） 

• 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

指針（改正企業会計基準適用指針第 14

号）） 

• 金融商品の時価等の開示に関する適用指

針（改正企業会計基準適用指針第 19 号） 

• 外貨建取引等の会計処理に関する実務指

針（会計制度委員会報告第 4 号） 

• 金融商品会計に関する実務指針（会計制度

委員会報告第 14 号） 

• 金融商品会計に関する Q&A 

• 2019 年 7 月 4 日公表 

 

• 2020 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度及び事業年度の期首から適用 

• 2021年 3月 31日以後終了する連結会

計年度及び事業年度の年度末に係る連

結財務諸表及び個別財務諸表から適用

することができる 

• 2020年 3月 31日以後終了する連結会

計年度及び事業年度の年度末に係る連

結財務諸表及び個別財務諸表から適用

することを妨げない 

• 範囲 

• 金融商品会計基準における

金融商品 

• 棚卸資産会計基準におけるト

レーディング目的で保有する

棚卸資産 

• 時価の定義 

• 算定日に市場参加者間で秩

序ある取引が行われると想定

した場合の資産の売却によっ

て受け取る価格又は負債の

移転のために支払う価格 

• 時価の算定単位 

• それぞれの対象となる資産又

は負債に適用される会計処

理又は開示による 

• 時価の算定方法 

• 評価技法とインプットを用いて

算定 

• インプットが属するレベルに

応じて、レベル1、レベル2又

はレベル 3の時価に分類 

• 市場価格のない株式等の取扱い 

• 引き続き取得原価をもって貸

借対照表価額とする 

• 開示 

• 金融商品の時価のレベルご

との内訳等に関する事項を

注記する 



 

 

連結財務諸表関

係（実務対応報

告 18 号の 20  

18 年改正） 

（2020 年 4 月

1 日以後開始す

る連結会計年度

の期首又は在外

子会社等が初め

て IFRS 第 9 号

｢金融商品」を適

用する場合の

み） 

• 連結財務諸表作成における在外子会社等

の会計処理に関する当面の取扱い（実務対

応報告第 18 号） 

• 持分法適用関連会社の会計処理に関する

当面の取扱い（実務対応報告第 24 号） 

• 2018 年 9 月 14 日公表 

• 2019 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度の期首から適用 

• 本実務対応報告の公表日（2018年 9月

14 日）以後終了する連結会計年度及び

四半期連結会計期間から適用することが

できる 

• 2020 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度の期首又は在外子会社等が初め

て IFRS 第 9 号｢金融商品」を適用する連

結会計年度の翌連結会計年度の期首か

ら適用することができる 

• 追加された修正項目 

• 在外子会社等において IFRS 

第9 号｢金融商品」を適用し、

資本性金融商品の公正価値

の事後的な変動をその他の

包括利益に表示する選択を

している場合に、連結決算手

続上、当該資本性金融商品

の売却損益相当額及び減損

損失相当額を当期の損益と

して修正する 

• 適用初年度の取扱い 

• 会計基準等の改正に伴う会

計方針の変更として取り扱う 

• 会計方針の変更による累積

的影響額を適用初年度の期

首時点の利益剰余金に計上

することができる 

• 上記の場合、在外子会社等にお

いて IFRS 第 9 号｢金融商品」を

早期適用しているときには、遡及

適用した場合の累積的影響額を

算定する上で、適用初年度の期

首時点で減損の判定ができる 



 

 

開示 • 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準（企業会計基準第24

号） 

• 2020 年 3 月 31 日公表 

• 2021年 3月 31日以後終了する事業年

度の年度末に係る財務諸表から適用 

• 公表日（2020 年 3 月 31 日）以後終了

する事業年度の年度末に係る財務諸表

から適用することができる 

• 開示目的 

• 財務諸表を作成するための

基礎となる事項を財務諸表

利用者が理解するために、

財務諸表に採用した会計処

理の原則及び手続の概要を

注記する 

• 関連する会計基準等の定め

が明らかでない場合も同様と

する 

• 関連する会計基準等の定めが明

らかでない場合 

• 特定の会計事象等に対して

適用し得る具体的な会計基

準等の定めが存在しない場

合をいう 

• 企業会計原則注解（注 1-2）の定

めの引継ぎ 

• 財務諸表に採用した会計処

理の原則及び手続の概要を

注記 

• 会計基準等の定めが明らか

であり、当該会計基準等にお

いて代替的な会計処理の原

則及び手続が認められてい

ない場合には、当該会計方

針の注記を省略することを許

容 



 

 

開示 • 会計上の見積りの開示に関する会計基準

（企業会計基準第 31 号） 

• 2020 年 3 月 31 日公表 

• 2021年 3月 31日以後終了する事業年

度の年度末に係る財務諸表から適用 

• 公表日（2020 年 3 月 31 日）以後終了

する事業年度の年度末に係る財務諸表

から適用することができる 

• 開示する項目 

• 当年度の財務諸表に計上し

た金額が会計上の見積りに

よるもののうち、翌年度の財

務諸表に重要な影響を及ぼ

すリスクがある項目（有利とな

る場合及び不利となる場合の

双方が含まれる。） 

• 注記事項 

• 会計上の見積りの内容を表

す項目名 

• 当年度の財務諸表に計上し

た金額 

• 会計上の見積りの内容につ

いて財務諸表利用者の理解

に資するその他の情報（金額

の算出方法、主要な仮定及

び翌年度の財務諸表に与え

る影響等） 

• 個別財務諸表における取扱い 

• 「会計上の見積りの内容につ

いて財務諸表利用者の理解

に資するその他の情報」につ

いて連結財務諸表における

記載を参照できる 

• 識別した項目ごとに、当年度

の個別財務諸表に計上した

金額の算出方法に関する記

載をもって、会計上の見積り

の内容について財務諸表利

用者の理解に資するその他

の情報に代えることができる 



 

 

2.2021 年 3 月期 

2-1 2021 年 3 月期から適用されるもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

開示 • 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準（改正企業会計基準

第 24 号） 

• 2020 年 3 月 31 日公表 

• 2021年 3月 31日以後終了する事業年

度の年度末に係る財務諸表から適用 

• 公表日（2020 年 3 月 31 日）以後終了

する事業年度の年度末に係る財務諸表

から適用することができる 

• 開示目的 

• 財務諸表を作成するための

基礎となる事項を財務諸表

利用者が理解するために、

財務諸表に採用した会計処

理の原則及び手続の概要を

注記する。  

• 関連する会計基準等の定め

が明らかでない場合も同様と

する 

• 関連する会計基準等の定めが明

らかでない場合 

• 特定の会計事象等に対して

適用し得る具体的な会計基

準等の定めが存在しない場

合をいう 

• 企業会計原則注解（注 1-2）の定

めの引継ぎ 

• 財務諸表に採用した会計処

理の原則及び手続の概要を

注記 

• 会計基準等の定めが明らか

であり、当該会計基準等にお

いて代替的な会計処理の原

則及び手続が認められてい

ない場合には、当該会計方

針の注記を省略することを許

容 



 

 

開示 • 会計上の見積りの開示に関する会計基準

（企業会計基準第 31 号） 

• 2020 年 3 月 31 日公表 

• 2021年 3月 31日以後終了する事業年

度の年度末に係る財務諸表から適用 

• 公表日（2020 年 3 月 31 日）以後終了

する事業年度の年度末に係る財務諸表

から適用することができる 

• 開示する項目 

• 当年度の財務諸表に計上し

た金額が会計上の見積りに

よるもののうち、翌年度の財

務諸表に重要な影響を及ぼ

すリスクがある項目（有利とな

る場合及び不利となる場合の

双方が含まれる。） 

• 注記事項 

• 会計上の見積りの内容を表

す項目名 

• 当年度の財務諸表に計上し

た金額 

• 会計上の見積りの内容につ

いて財務諸表利用者の理解

に資するその他の情報（金額

の算出方法、主要な仮定及

び翌年度の財務諸表に与え

る影響等） 

• 個別財務諸表における取扱い 

• 「会計上の見積りの内容につ

いて財務諸表利用者の理解

に資するその他の情報」につ

いて連結財務諸表における

記載を参照できる 

• 識別した項目ごとに、当年度

の個別財務諸表に計上した

金額の算出方法に関する記

載をもって、会計上の見積り

の内容について財務諸表利

用者の理解に資するその他

の情報に代えることができる 



 

 

3.2022 年 3 月期 

3-1 2022 年 3 月期から適用されるもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

「時価の算定に

関する会計基

準」等 

• 時価の算定に関する会計基準（企業会計基

準公開草案第 30 号） 

• 棚卸資産の評価に関する会計基準（改正企

業会計基準第 9 号）） 

• 金融商品に関する会計基準（改正企業会計

基準第 10 号） 

• 時価の算定に関する会計基準の適用指針

（企業会計基準適用指針第 31 号） 

• 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

指針（改正企業会計基準適用指針第 14

号）） 

• 金融商品の時価等の開示に関する適用指

針（改正企業会計基準適用指針第 19 号） 

• 外貨建取引等の会計処理に関する実務指

針（会計制度委員会報告第 4 号） 

• 金融商品会計に関する実務指針（会計制度

委員会報告第 14 号） 

• 金融商品会計に関する Q&A 

• 2019 年 7 月 4 日公表 
•  

• 2020 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度及び事業年度の期首から適用 

• 2021年 3月 31日以後終了する連結会

計年度及び事業年度の年度末に係る連

結財務諸表及び個別財務諸表から適用

することができる 

• 2020年 3月 31日以後終了する連結会

計年度及び事業年度の年度末に係る連

結財務諸表及び個別財務諸表から適用

することを妨げない 

• 範囲 

• 金融商品会計基準における

金融商品 

• 棚卸資産会計基準におけるト

レーディング目的で保有する

棚卸資産 

• 時価の定義 

• 算定日に市場参加者間で秩

序ある取引が行われると想定

した場合の資産の売却によっ

て受け取る価格又は負債の

移転のために支払う価格 

• 時価の算定単位 

• それぞれの対象となる資産又

は負債に適用される会計処

理又は開示による 

• 時価の算定方法 

• 評価技法とインプットを用いて

算定 

• インプットが属するレベルに

応じて、レベル1、レベル2又

はレベル 3の時価に分類 

• 市場価格のない株式等の取扱い 

• 引き続き取得原価をもって貸

借対照表価額とする 

• 開示 

• 金融商品の時価のレベルごとの

内訳等に関する事項を注記する 



 

 

収益認識（収益

認識に関する会

計基準等） 

• 収益認識に関する会計基準（企業会計基準

第 29 号） 

• 収益認識に関する会計基準の適用指針（企

業会計基準適用指針第 30 号） 

• 2018 年 3 月 30 日公表 

• 2021 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度及び事業年度の期首から適用 

• 2018 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度及び事業年度の期首から適用す

ることができる 

• 上記に加え、2018 年 12 月 31 日に終

了する連結会計年度及び事業年度から

2019年 3月 30日に終了する連結会計

年度及び事業年度までにおける年度末

に係る連結財務諸表及び個別財務諸表

から適用することができる 

• 基本となる原則 

• 約束した財又はサービスの顧

客への移転を、当該財又は

サービスと交換に企業が権利

を得ると見込む対価の額で描

写するように収益の認識を行

う。基本となる原則に従って

収益を認識するために、次の

5つのステップを適用する 

• 収益の認識基準 

• ステップ 1：契約の識別 

• ステップ 2:履行義務の識別 

• ステップ 3:取引価格の算定 

• ステップ4:履行義務に取引価

格を配分 

• ステップ 5:履行義務充足によ

り収益を認識 

 



 

 

収益認識（収益

認識に関する会

計基準等）‐開示

部分に関する改

正 

• 収益認識に関する会計基準（改正企業会計

基準第 29 号） 

• 収益認識に関する会計基準の適用指針（改

正企業会計基準適用指針第 30 号） 

• 2020 年 3 月 31 日公表 

• 2021 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度及び事業年度の期首から適用 

• 2020 年 4 月 1 日以後開始する連結会

計年度及び事業年度の期首から適用す

ることができる 

• 上記に加え、2020年 4月 1日に終了す

る連結会計年度及び事業年度から 2021

年 3 月 30 日に終了する連結会計年度

及び事業年度までにおける年度末から適

用することができる 

• 表示科目等 

• 顧客との契約から生じる収益

の額を適切な科目で損益計

算書に表示又は注記する 

• 契約資産、契約負債又は顧

客との契約から生じた債権を

適切な科目で貸借対照表に

表示する。契約資産と顧客と

の契約から生じた債権につい

て貸借対照表に区分して表

示又は各残高を注記する 

• 顧客との契約から生じる収益

と金融要素の影響（受取利息

又は支払利息）は、損益計算

書において区分して表示する 

• 注記 

• 収益の分解情報（例えば、
製品別や地域別等の収益及

びキャッシュ・フローの性質、

金額、時期及び不確実性に

影響を及ぼす主要な要因に

基づく区分に分解した情報） 

• 収益を理解するための基本

となる情報（各ステップに関

する情報、会計基準適用に

おける重要な判断） 

• 当期及び翌期以降の収益

の金額を理解するための情

報（契約資産及び契約負債

の残高等・残存履行義務に

配分した取引価格） 
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EY について 

EY は、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの

分野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービ

スは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私たちはさま

ざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出

していきます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のた

めに、より良い社会の構築に貢献します。 

 
EY とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワーク

であり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独

立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有

限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EY による個人情報の取得・

利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利につい

ては、ey.com/privacy をご確認ください。EY について詳しくは、ey.com をご覧くだ

さい。 

 

EY 新日本有限責任監査法人について 

EY 新日本有限責任監査法人は、EY の日本におけるメンバーファームで

あり、監査および保証業務を中心に、アドバイザリーサービスなどを提供し

ています。詳しくは、www.shinnihon.or.jp をご覧ください。 
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